
★生きる権利 

★守られる権利 

  

 
 

★育つ権利 

  

★参加する権利 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

福山市本郷交流館 

本郷コミュニティセンター  

〒729-0252 福山市本郷町 2850 

℡ (０８４)９３６－２３１２   

mail:hongou-community@city. 

      fukuyama.hiroshima.jp      

202５年（令和７年） １０月号 

こどもの笑顔をまもるために 

   ～こどもの人権～ 

1989 年 11 月 20 日は、すべての子どもの基本的人権を保障する初めての国際条約『児童の権利に関する条約（子どもの権利

条約）』が国連で採択された日です。条約では、子どもがおとなと同じように「権利をもつ一人の人としてとらえ、さまざまな差別

から一人ひとりの子どもの尊い生命と生活を守り、人権を尊重しよう」と定められています。 

 

 

 

 

児童虐待やいじめの問題をはじめ、こどもの健康や福祉を害する犯罪の多発など、こどもの人権をめぐる状況は深刻です。 

「いじめ」は心とからだを傷つけるだけでなく、時には命をも奪う重大な人権侵害です。 

児童虐待はこどもの心とからだの成長、人格の形成に深刻な影響を与える重大な権利侵害です。 

次代を担うこどもたち一人ひとりの人格が尊重され人権が守られる中で、たくましく健やかに生きる力を持つこどもたちを育成することが

できる社会づくり必要です。すべてのこどもが持っている権利を正しく理解し、その権利が守られるよう保護者だけではなく学校や職場や

地域で考えあい行動し、お互いの人権が尊重される社会の実現をめざしましょう。 

・住む場所や食べ物があること 

・病気やケガをしたら治療を受けられること 

・健康に生まれ、防げる病気などから命が守られ

ること 

・紛争や戦争に巻き込まれず、難民になったら保護され

ること 

・あらゆる種類の暴力や搾取、有害な労働などから守ら

れること 

・障がいのあるこどもや少数民族のこどもなどは特に

守られること 

・教育を受け、休んだり遊んだりできること 

・もって生まれた能力を十分に伸ばしながら成長 

できること 

・自分の名前や国籍を持ち、親や家族と一緒に生活でき

ること 

・プライバシーや名誉がきちんと守られること 

・自由に意見を表したり、団体を作ったり、自由な活

動を行えること 

・成長に必要となる情報が提供され、こどもにとって

よくない情報から守られること 

 
  

 

 




